
 

平成２６年６月１０日 

報 道 各 位 

一般社団法人マンション管理業協会 

 

 

苦情相談・お問い合わせ状況について 

 

 

一般社団法人マンション管理業協会（所在地：東京都港区、理事長：山根弘美）は、平成

２５年度苦情相談受付状況（平成２５年４月～平成２６年３月）について概況を取り纏めま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

【 相談件数等の概要 】 

 

１．相談件数 

平成２５年度の苦情相談受付件数は、前年度に比べ４．０４％増加しました。 

 

単位：件 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

相談件数 ６,３３６（－０．５３％） ６，０８５（－３．９６％） ６，３３１（４．０４％）

＊（  ）内は対前年度増減比。 

 

２．相談者 

非会員管理会社以外からの相談が増加しています。特に管理組合側（管理組合役員及

び居住者）からの相談の増加が顕著です。 

単位：件 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

管理会社（会員） ３，６２０（５７．１％） ３，７１９（６１．１％） ３，８０８（６０．１％）

管理会社（非会員） ７１３（１１．３％） ６５４（１０．７％） ６１１ （９．７％）

管理組合役員 ９０１（１４．２％） ７９４（１３．０％） ８５６（１３．５％）

居住者 ８０４（１２．７％） ６４２（１０．６％） ７５６（１１．９％）

その他   ２９８（ ４．７％） ２７６（ ４．５％） ３００ （４．７％）

＊その他は、マンション購入予定者、不動産仲介業者等。 

＊（  ）内は総件数に占める比率。 



 

 

３．相談内容 

全般的な相談件数が増加する中、相談全体に占める「管理組合関係」の相談の比率は

若干の減少となりました。 

 

単位：件 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

管理組合関係 ４，３５２（５３．６％） ４，２９６（５５．５％） ４，３３０（５３．８％）

管理会社関係 １，２１６（１５．０％） １，１１８（１４．５％） １，１４１（１４．２％）

法令関係 １，９１１（２３．５％） １，７７６（２３．０％） １，８５０（２３．０％）

その他 ６４２（ ７．９％）  ５４７（ ７．１％） ７２３（９．０％）

＊（  ）内は総件数に占める比率。 

 

４．相談項目 

全般的な相談件数が増加する中、相談全体に占める「管理会社の対応問題」関連の相

談の比率が増加しました。一方、「マンション管理適正化法」に関する相談は、相談件数、

相談の比率とも減少傾向が続いています。 

単位：件 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

管理規約・細則 ２,０００（２４．６％） １，９９５（２５．８％） ２，０３９（２５．３％）

総会・理事会運営 ７９７（ ９．８％） ７８８（１０．２％） ７６５（９．５％）

管理組合財務・会計 ４４１（ ５．５％） ４２９（５．５％） ４００（５．０％）

管理費等滞納 １４９（ １．８％） １５５（２．０％） １１４（１．４％）

管理委託契約 ６０９（ ７．５％） ５８１（７．５％） ５２０（６．５％）

管理会社の対応問題 ４０８（ ５．０％） ３６８（４．８％） ４６４（５．８％）

ﾏﾝｼｮﾝ管理適正化法 １,５８１（１９．５％） １,３９１（１８．０％） １，３３５（１６．６％）

その他 ２,１３６（２６．３％） ２，０３０（２６．２％） ２，４０７（２９．９％）

＊その他は「管理組合その他」、「維持管理・大規模修繕」、「その他法令」等に関する相談。 

＊（  ）内は総件数に占める比率。 

＊１件の相談に複数の内容が含まれる場合があるため、上記「１．相談件数」の合計と「３．

相談内容」の合計は一致しません。 

 

なお、「平成２５年度苦情解決事例集」は、平成２６年８月に発行の予定です。 

以上 

一般社団法人 マンション管理業協会 

 所在地：東京都港区虎ノ門１－１３－３ 虎ノ門東洋共同ビル２階 

 理事長：山根 弘美 

設 立：昭和５４年１０月 

会員数：３８２社（平成２６年５月末日現在） 

本件お問い合わせ先：一般社団法人マンション管理業協会 ０３－３５００－２７２１（担当：佐藤・山崎） 


